
①第９期介護保険事業計画の基本指針に関する議論

（１）基本指針の基本的考え方（案）

〇次期計画中に、団塊の世代が全員75歳以上となる2025年を迎える。

〇都市部と地方部での高齢化の進みが大きく異なる点を考慮する必要がある。

〇85歳以上人口が急増する2040年（要介護者増加・生産年齢人口急減）を見据えた対策が

必要となる。

１ 基本指針について

（２）基本指針のポイント（案）

１．介護サービス基盤の計画的な整備

①地域の実情に応じたサービス基盤の整備

・中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込みを捉え、介護サービス基盤を

計画的に確保していく必要がある。

②在宅サービスの充実

・居宅要介護者の様々なニーズに対応できる、複合的な在宅サービスの整備を推進する

ことが重要になる。

・地域密着型サービス（定期巡回・随時対応型訪問介護看護・小規模多機能型居宅介護、

看護小規模多機能型居宅介護など）を更に普及する必要がある。

------------------------------------------------------------------------------------------------

２．地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組

①地域共生社会の実現

・地域共生社会実現のための中核的基盤として地域包括ケアシステムを位置づける。

・センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備を図る。

・重層的支援体制整備事業において属性や世代を問わない包括的な相談支援を担うことを

期待する。

・認知症に対する正しい知識の普及啓発により、社会の理解を深めることが重要。

・多様な主体による介護予防や日常生活支援のサービスを総合的に実施できるよう、

総合事業の充実化を推進。

②医療・介護情報基盤の整備

・介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進めるために情報基盤を整備する。

③保険者機能の強化

・給付適正化事業の取組の重点化、内容の充実、見える化が必要。

------------------------------------------------------------------------------------------------

３．地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上

・都道府県主導の下で、生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的に推進。

・介護経営の協働化、大規模化により、人材や資源を有効活用。

・介護サービス事業者の財務状況等の見える化の推進
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１．介護サービス基盤の計画的な整備

ア 地域の実情に応じた介護サービス基盤の計画的整備

〇介護サービス利用者数の見込み、訪問診療の必要量などの介護需要と人口動態を踏まえた、
中長期的なサービス基盤の整備を行う必要がある。

〇その際、施設サービス・居住系サービス・地位密着型サービスをバランスよく組み合わせて
整備することが重要になる。
※下図は「第106回社会保障審議会介護保険部会」会議資料より引用

需要が増加し続ける地域

特養などの施設の整備に加え、高齢者向け
の住まいも含めた基盤整備、住宅生活を支え
る地域密着型サービスの充実など、地域資源
を効率的に活用しつつ、整備することが重要。

需要のピークアウトが見込まれる地域

需要のピークアウトを見据えた地域密着型
サービスの整備、将来的な機能転換や多機能
化を見据えた施設の整備など、地域の実情に
応じた対応の検討が必要。

共通事項

・医療と介護双方のニーズを有する高齢者の需要を踏まえ、医療ニーズの高い居宅要介護者に
柔軟に対応できる看護小規模多機能型居宅介護などの整備、医療・介護連携の強化を検討。

・サービス提供事業者を含めた地域の関係者と見込み等の状況を共有し、地域の実情に即した
サービス基盤の整備を実施。

・広域型施設である介護保険施設と地域密着型サービスを組み合わせ、都道府県とも連携して
広域的な整備を実施する。
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イ 在宅医療・介護連携の推進

〇医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続け
ることができるよう、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な
在宅医療・介護を提供することが重要。

〇都道府県・保健所の支援の下、市区町村が中心となって、多職種協働による医療・介護の
一体的提供体制を構築する必要がある。

※下図は「第106回社会保障審議会介護保険部会」会議資料より引用
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ウ 居宅介護者のニーズに対応可能な複合的在宅サービスや、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護・（看護）小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスのさらなる普及

〇単身・独居や高齢者のみの世帯の増加などにともなう介護ニーズの急増に向けて、柔軟な
サービス提供によるケアの質の向上や、家族負担の軽減に資するよう、地域の実情に合わせ
て、既存資源等を活用した複合的な在宅サービスの整備を進めていくことが重要である。

〇そのために、複数の在宅サービス（訪問系・通所系サービスなど）を組み合わせた複合型
サービスの類型をもうけることを検討したり、地域密着型サービスの普及に努めたりする
ことが必要になる。

地域医療介護総合確保基金を活用した介護施設等の整備（R5予算案 352億円）

※赤字は令和５年度拡充分

１．地域密着型サービス施設等の整備への助成

①地域密着型サービス施設・事業所等の整備に対する支援
②上記対象施設の合築・併設を行う場合（補助単価の５％加算）
③空き家を活用した地域密着型サービス施設・事業所等の整備に対する支援
④介護離職ゼロ対象サービスの整備、広域型特養等の大規模修繕・耐震化に対する支援
⑤災害レッドゾーン・イエローゾーンに立地する老朽化等した広域型介護施設の移転建替

（イエローゾーンにおいては現地建替も含む）にかかる整備費の支援

２．介護施設の開設準備経費等への支援

①特別養護老人ホーム等の円滑な開設のための開設準備に要する経費の支援
②訪問看護ステーションの大規模化やサテライト型事業所の設置に必要な設備費用等の支援
③定期借地権の設定のための一時金の支援
④不動産事業者等を含めた協議会の設置等の支援
⑤介護施設内の保育施設の整備、職員用の宿舎の整備に対する支援

３．特養多床室のプライバシー保護のための回収等による介護サービスの改善

①特別養護老人ホーム等における多床室のプライバシー保護のための改修費用への支援
②特別養護老人ホーム等のユニット化回収費用への支援
③介護療養型医療施設等から老人保健施設等への転換整備についての支援
④看取り・家族等の宿泊のための個室の確保にかかる改修費用への支援
⑤障害児・者を受け入れるために必要な改修・設備についての支援
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２．地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組

ア．総合事業の充実化

〇総合事業を充実化していくための包括的な方策の検討を早急に開始するとともに、自治体と
連携しながら、第９期介護保険事業計画期間を通じて、工程表を作成しつつ、集中的に取り
組んでいくことが適当である。また、自治体が総合事業などを活用した地域づくりを行う際
の参考となるよう、取組を進める趣旨や方法をわかりやすく、体系立てて示すととも
に、自治体の取組事例の分析結果等について周知することも重要である。

〇その際、 介護保険制度の枠内で提供されるサービスのみでなく、インフォーマルサービスも
含め、地域の受け皿を整備していくべきであり、生活支援体制整備事業を一層促進していく
ことが重要である 。

イ．地域リハビリテーション支援体制の構築の推進

〇下図に従い、地域リハビリテーション体制の構築を推進する。

〇都道府県は、協会の設置や支援センターの指定によって事業実施を推進することで、市町村
の一般介護予防を中心とした地域支援事業の充実・強化を支援する。
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参考資料：「地域包括ケアを支えるリハビリテーション」（第51回 介護保険部会）
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２．地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組

イ．認知症高齢者の家族やヤングケアラーを含む家族介護者支援の取組

ウ．重層的支援体制整備事業などによる障害者福祉や児童福祉など他分野との連携促進

〇地域包括支援センターには、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、
重層的支援体制整備事業において、介護分野に限らず、障害分野、児童分野、困窮分野も含
めた、属性や世代を問わない包括的な相談支援等を行うことなども期待されている。

〇認知症高齢者の家族を含めた家族介護者の支援の充実のためには、こうした地域包括支援セ
ンターの総合相談支援機能を活用することが重要である。

〇家族介護者支援においては、地域包括支援センターのみならず、認知症対応型共同生活介護
などの地域拠点が行う伴走型支援、認知症カフェの活動、ケアマネジャーによる仕事と介護
の両立支援などの取組との連携を図ることが重要である。

エ．地域包括支援センターの負担軽減と質の確保、体制整備等

〇地域包括支援センターの業務負担軽減を進めるに当たり、介護予防支援の実施状況の把握を
含め、地域包括支援センターの一定の関与を担保した上で、居宅介護支援事業所に介護予防
支援の指定対象を拡大することが適当である。

〇また、総合事業において、従前相当サービス等として行われる介護予防ケアマネジメントＡ
について、利用者の状態像等に大きな変化がないと認められる場合に限り、モニタリング期
間の延長等を可能とすることが適当である。

〇総合相談支援業務について、センターの専門性を活かした効果的な実施等の観点から、居宅
介護支援事業所などの地域の拠点のブランチやサブセンターとしての活用を推進したり、
センターの業務との一体性を確保した上で市町村からの部分委託等を可能とすることが適当
である。

〇センターの職員配置については、人材確保が困難となっている現状を踏まえ、３職種
（保健師その他これに準ずる者、社会福祉士その他これに準ずる者及び主任介護支援専門員
その他これに準ずる者）の配置は原則としつつ、センターによる支援の質が担保されるよう
留意した上で、複数拠点で合算して３職種を配置することや、「主任介護支援専門員その他
これに準ずる者」の「準ずる者」の範囲の適切な設定など、柔軟な職員配置を進めることが
適当である。
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オ．認知症施策推進大綱の中間評価を踏まえた施策の推進

〇令和４年12月に行われた見直し後のKPIを踏まえた施策を推進すること必要である。
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カ．高齢者虐待防止の一層の推進

〇高齢者の住まいの形態が多様化している状況を踏まえ、サービス付き高齢者向け住宅や有料
老人ホーム等、高齢者が利用する施設等に対して、指針の整備など虐待防止措置を適切に講
じてもらうための方策を講じることを含め、虐待防止対策を推進していくことが適当である。

〇高齢者虐待の件数が高止まりしていること等を踏まえ、都道府県・市町村における、相談
支援や調査研究等に係る体制整備を促すことを含め、地域における高齢者虐待に係る対応力
の一層の強化のための方策を講じることが適当である。また、国においても、虐待における
重要なリスクの一つと言われている認知症との関係も含め、虐待防止を推進するための一層
の調査研究を推進することが適当である。

〇適切な手続を経ていない身体的虐待に当たる身体拘束が依然として発生している状況を
踏まえ、在宅サービスにおける身体拘束の適正化を図るための介護報酬上の取扱いや身体
拘束を要しない介護技術の普及を含め、正当な理由がない身体拘束の防止のための方策を
検討することが適当である。

〇また、養護、被養護の関係にない者からの虐待事案が発生していることを踏まえ、｢養護者｣
に該当しない者からの虐待防止のための方策を講じることが適当である。
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カ．介護事故報告に対する市町村の対応

〇施設による介護事故報告の「範囲」を定めている市区町村は58.2％であり、転倒、転落、
誤嚥、誤薬・薬剤を報告として求めている場合が多かった。また、「様式」を定めている
市区町村は66.3％だった。

○介護事故情報について、39.6％の市区町村で「事故報告を提出した施設に対して指導や
支援」「他の施設の実地指導や助言」に活用している一方で、 30.7％の市区町村で活用
されていなかった。

○報告された介護事故情報は、半数以上の市区町村で集計や分析が行われているが、46.7％の
市区町村では集計や分析が行われていなかった。



ク．地域共生社会の実現という観点からの住まいと生活の一体的支援の重要性

ケ．介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進めるための情報基盤を整備
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コ．地域包括ケアシステムの構築状況を点検して結果を代９期計画に反映

〇次期介護保険事業計画の期間内に2025年を迎え、さらに2040年を展望するにあたり、今後、
地域包括ケアシステムのさらなる深化並びに地域共生社会への発展につなげる効果的な施策の
展開を図っていくためには、各保険者（市町村）において、生産年齢人口の減少等の資源制約
が厳しくなっていく状況下で、地域ごとの実情を踏まえながら、施策や事業について優先順位
を付けながら取り組むことが必要。

〇そのためには、それぞれの保険者（市町村）が、現在の各市町村の地域包括ケアシステムの
構築状況を振り返り・点検するとともに、地域の実情や特徴に応じた取組を自律的に検討し実
行していく必要がある（＝保険者の「地域マネジメント」機能）。

〇保険者（市町村）の「地域マネジメント」を支援するため、地域包括ケアシステムの構築状
況を、総合的に自己点検・自己評価するための支援ツール等を国が提供する。

※参照：地域包括ケアシステムの構築状況の見える化に向けた調査研究事業（日本総研）
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（再掲）広島県の地域包括ケアシステムの評価事例

広島県における地域包括ケアシステムのコアコンセプト（共通概念）

「高齢者が日常生活圏域において，できるだけ日常に近い環境の中で，馴染みの関係を切らずに，本人

の能力に応じて自立した日常生活を続けられるよう，地域の資源を最大限活用し，医療，介護，保健・予

防，住まい・住まい方，生活支援・見守りの５つの要素を，高齢者本人の状態に応じて，適切な組合せで

提供できるようマネジメントする仕組み」をいう。

A 医療

１

□退院前の調整（精神障害者の地域移行
を含む。）のため，入院医療機関から
ケアマネジャー，地域包括支援セン
ター等へ連絡がありますか。

○退院調整等状況調査の退院調整率が81％以上である。
（人口が少ない市町等数値での評価が困難な場合は退院調整の連絡

があることを地域ケア会議，サービス担当者会議などにおいて関
係者の間で認識が共有されている）

2
□退院前のカンファレンスに医師をはじ

め，多職種・多機関の参加があります
か。

①退院調整等状況調査の病院医師のカンファレンスの参加率が39％
以上である。

②退院調整等状況調査のケアマネジャー又は地域包括支援センター
職員の参加率が89％以上である。

3

□本人や家族の希望に応じて，在宅医療
（往診，訪問診療，訪問看護等）が提
供できる体制があるとともに，通院に
困難な状況はないですか。

①本人や家族の希望に応じて，在宅医療（往診，訪問診療等）を提
供する医療機関がある。

②本人や家族の希望に応じて，在宅医療を提供する訪問看護事業所
がある。

4

□在宅緩和ケアを含めた在宅医療（往診，
訪問診療，訪問看護等）の提供が行わ
れる際に，24時間365日への対応とし
て休日・夜間の連絡先等のルールにつ
いて家族や専門職等の関係者で共有さ
れていますか。

○在宅緩和ケアを含めた在宅医療（往診，訪問診療，訪問看護等）
の提供が行われる際に，在宅医療を受けている人のうち83％以上
の人について，休日・夜間の連絡先等のルール（個別のルールを
含む。）が家族や専門職等の関係者で共有されている。

（人口が少ない市町等数値での評価が困難な場合はルールが共有さ
れていることを地域ケア会議，サービス担当者会議などにおいて
関係者の間で認識が共有されている。）

5

□在宅医療を行う診療所・かかりつけ医
をバックアップする体制がありますか。

・診診連携（主治医，副主治医担当制
等）

・病診連携（後方支援病院，中核となる
医療機関との連携等）

・初期・二次・三次救急医療の連携

○在宅医療を行う診療所・かかりつけ医をバックアップするために，
次の体制が整っている。

①診診連携（主治医・副主治医制※，複数の医師で助け合う仕組み
等）により，在宅療養中の患者を主治医が診療できない場合に，
他の医師によるサポートが円滑に行われている。

②病診連携（後方支援病院，中核となる医療機関との連携等）によ
り，在宅療養中の患者が急変した時に，病院（有床診療所を含
む。）での受入が円滑に行われている。

③初期・二次・三次救急との連携により，在宅療養中の患者の病状
が変更した時に，救急医療機関での受入が円滑に行われている。

6
□在宅医療提供体制を構築するため，医

療介護関係者が連携していますか。

○在宅医療を希望する住民のために，訪問診療，訪問歯科診療，訪
問看護，訪問薬剤管理指導，訪問リハ，訪問栄養食事指導が継続
的，包括的に提供できるよう，医療介護関係者による勉強会等が
開催されている。

コアコンセプトに基づく地域包括ケアシステム評価指標 35指標（66基準）

【評価方法】

取組状況（評価基準）○，△，×，－（○：できている ×：できていない △：取組途中 －：そもそも資源がない）

○，△，×，の理由（○の場合は具体的な取組や工夫等，△×の場合は理由を記入）

*新型コロナウイルス感染症の影響に伴い，取組内容を変更又は工夫して実施した場合に記載
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7

□認知症に対して，気軽に相談できる窓
口や早期診断・早期対応から，認知症
の容態に応じた適時・適切な医療・介
護サービス等が提供される体制があり
ますか。

①オレンジドクターがいる。

②住民や専門職に対し，認知症初期集中支援チームの設置（活動）
を周知している。

③認知症地域支援推進員とともに，住民の認知症に関する早期診
断・早期対応に向けた関係者会議（ネットワーク構築のための会
議）が開催されている。

④認知症の容態や段階に応じた医療・介護サービスの流れや相談先
等を整理した認知症ケアパスについて，住民への周知・活用が図
られている。

①本人や家族の希望に応じて，在宅看取りを行うことができる体制
が整っており，過去１年間に

在宅看取りを行った医療機関がある。（過去に実績はあるが，過去
１年間は本人や家族の希望

がなかった場合を含む。）

②本人や家族の希望に応じて，介護保険施設での看取りを行うこと
ができる体制が整っており，

過去１年間に看取りを行った施設がある。（過去に実績はあるが，
過去１年間は本人や家族の

希望がなかった場合を含む。）

8
□本人や家族の希望に応じて，看取りを

行う体制（医療・介護等）があります
か。

③在宅看取りの対応が可能な事業所等（訪問介護，薬局，訪問看
護）がある。（地域ケア会議

やサービス担当者会議等において対応が可能な事業所等が共有され
ている。）

9
□住民の希望や思いが医療やケアに反映

されるようACPの普及啓発を進めてい
ますか。

○住民に対し，医療やケアに関する希望や思いを文書に記入しても
らう又は自分のこととして考えてもらう取組を行っている。（通
いの場や住民が集う場所等で，ACP（人生会議）の説明を通じ
て）

Ｂ 介護

10

□小規模多機能型居宅介護，定期巡回・
随時対応型訪問介護看護，看護小規模
多機能型居宅介護（旧複合型サービ
ス）等の在宅サービスが地域特性や
ニーズに応じて整備されていますか。
（整備が計画的に進んでいますか。）
また，それらのサービスが在宅限界点
を引き上げる方向で機能していますか。

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備が計画通り進んでいる。

②小規模多機能型居宅介護の整備が計画通り進んでいる。

③看護小規模多機能型居宅介護の整備が計画通り進んでいる。

④在宅限界点が引き上げられている。要介護３以上の方で在宅で暮
らしている方の比率が向上している。（要介護３以上の方で在宅
サービスを利用している人数/要介護３以上の高齢者数）

11

□地域包括支援センター，リハビリ専門
職，介護サービス事業者等が自立支
援・介護予防の視点で，在宅生活の継
続に向けた働きかけを行っていますか。

①高齢者の在宅生活を支えるリハビリ，介護サービス事業所の専門
職等が介護予防，自立支援の視点で適切なアセスメントや支援が
実施できる人材育成の取組がある。（自立支援型地域ケア個別会
議への傍聴や，リハビリテーション専門職会議での情報共有
等）

②地域包括支援センターが自立支援の視点で適切なアセスメントが
実施できる取組がある。

（自立支援型地域ケア会議への傍聴や，研修等への参加を促し，押
さえるべき重要な点※について伝える等）

※押さえるべき重要な点の例
・本人の改善意欲を引き出し，本人の「したいこと」を実現でき
るような支援ができているか。

・健康管理（医療との連携や服薬管理等）や口腔・栄養の視点が
入った介護予防ケアマネジメントになっているか。

・活動・参加の視点で，地域での活動へつなげるインフォーマル
や社会資源の活用ができているか。
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Ｃ 保健・予防

12

□健康づくり，介護予防などの推進にあ
たっては，住民運営の通いの場・サロ
ン等で，体操，口腔指導，栄養指導
（調理教室）などの取組を進めていま
すか。

①通いの場・サロン等について，設置数，参加者数，高齢者人口に
占める参加者割合（概ね1割など）の目標を立てている。

②通いの場・サロン等で，体操に加えて，口腔指導，栄養指導（調
理教室），認知症予防，健康教育・相談などを行っている。

③通いの場・サロン等で，体力測定結果や「後期高齢者の質問票」
の回答結果などをもとに，参加者の健康状態等の把握を行ってい
る。

④後期高齢者医療広域連合からの委託により，高齢者の保健事業と
介護予防の一体的な取組として②③を実施している。

Ｄ 住まい・住まい方

13
□住宅改修（手すりの設置や床段差の解

消等）においてリハビリ等の専門職と
の連携がなされていますか。

○手すりの設置や床段差の解消等の住宅改修に当たっては，ケアマ
ネジャーや地域包括支援センターが建築の専門職，理学療法士，
作業療法士，福祉住環境コーディネーターといった専門職とも情
報共有したうえで改修している。

14

□ハードとしての「住まい」だけでなく，
「だれと関わり，どのように生活して
いくか」といった観点である「住まい
方」を一体として捉え，生活交通の確
保等が進んでいますか。

①住宅確保要配慮者等の円滑な入居支援が必要な方が行政につなが
るような仕組みがある。

②高齢者の移動・外出に関する支援について，地域で具体的な取組
がされている。

Ｅ 生活支援・見守り等

15
□見守りが必要な高齢者についての支援

がありますか。

①徘徊等の見守りが必要な高齢者の実態を把握している。

②①について具体的な取組が行われている。

16
□地域資源の把握と周知がされ，地域の

様々な関係者が参画する生活支援に関
する体制整備が進んでいますか。

①社会資源（フォーマル・インフォーマルサービス）が住民，関係
者に周知されるよう一覧（台帳・マップ）が作成され，関係機関
や支援が必要な方，家族，住民等に周知されている。

②地域の様々な関係者が参画する協議体等が設置され，協議された
内容が一つでも実施に結びついている。

17

□地域の様々な関係者（ＮＰＯ法人，民
間企業，協同組合，ボランティア，社
会福祉法人等）が参画する生活支援に
関する体制整備が進むとともに，生活
支援コーディネーター等が地域の様々
な資源を把握したり，住民の声（ニー
ズ）を聞くような活動（出前講座，勉
強会等）を行っていますか。

①生活支援コーディネーターが設置されている。

②地域の様々な関係者（ＮＰＯ法人，民間企業，協同組合，ボラン
ティア，社会福祉法人等）が参画する協議体等が設置されている。

③生活支援コーディネーター等が地域の様々な資源を把握するとと
もに，住民の声（ニーズ）を聞くような活動（出前講座，勉強会，
サロンへの訪問等）を継続的に行っている。

18

□生活支援，見守り，ボランティアの育
成等については，多様な事業主体が関
わりながら地域全体で取り組むことが
望まれるため，行政，社会福祉協議会，
警察，民生委員・児童委員，老人クラ
ブ，民間事業者等が連携し，効果的な
地域福祉活動が実施されていますか。

○生活支援，見守り，ボランティアの育成について，行政，社会福
祉協議会，警察，民生委員・児童委員，老人クラブ，民間事業者
等の多様な事業主体が連携するための会議（地域ケア会議，協議
体，自治振興区の会議等）が毎年度，開催されている。

19
□社会福祉法人等の法人が，地域の拠点

として地域貢献活動を行っていますか。

○地域の法人，介護老人保健施設等が地域ニーズを踏まえて，次の
ような地域貢献活動を実施している。

・地域に必要な生活支援サービス（配食，洗濯サービス，移動支援
等）の提供

・介護人材の育成（他の法人の職員に対する研修，人事交流など）
・地域住民交流の場（法人が地域住民と十分に話し合い，地域交流

スペース等を幅広く情報提供したもの）の提供 等

20
□自主防災組織が設置され，住民の勉強

会が開催されたり，防災について話し
合う機会が設けられていますか。

○自主防災組織が設置され，組織率（カバー率）※が79％以上であ
る。
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21

□虐待防止ネットワークが設置されると
ともに，定期的な会議が開催され，関
係団体等との連携・協力体制が構築さ
れることなどにより，虐待通報に対す
る迅速・適切な対応が図られています
か。

○虐待防止ネットワークが設置され，毎年度，継続して会議が開催
されている。

22 □成年後見制度の利用が進んでいますか。
○成年後見制度の利用が必要な方へ，利用がしやすいよう情報提供

ができている。

23

□認知症サポーターの効果的な活用や，
認知症カフェの情報が共有され，認知
症の人とその家族への支援に関する取
組が推進されていますか。

①認知症カフェについて，認知症の人やその家族に情報が提供され
ている。

②意欲のある認知症サポーターがボランティアとして参加する場が
ある。

F 専門職・関係機関のネットワーク

24

□行政，住民，専門職が同じ目標（例：
寝たきりゼロ作戦）を共有し，それぞ
れ自らの役割を認識した上で，各サー
ビスが同じ目標に向かってシームレス
に提供されていますか。

①各市町の高齢者福祉計画，介護保険事業計画の目標について，行
政，住民，専門職と共有されている。（HPや広報への掲載，説明
会での周知など）

②①について，目標に関するそれぞれの進捗状況を把握し，住民，
専門職と情報共有している。

25

□多職種ネットワークの活動等を通して，
情報連携のための共通シート（連携パ
ス，共通様式等）の活用や検討が進め
られていますか。

○多職種ネットワークの活動等を通じて，情報連携のための共通
シート（連携シート，ＩＣＴ等）が作成され，実際に活用されて
いる。

26
□支援が必要な方の把握を行い，関係者

のネットワークにより必要な支援が行
われていますか。

①支援が必要な高齢者が見過ごされることなく把握されるよう，そ
の高齢者の情報が地域包括支援センターや行政に入る仕組みや体
制がある。（地域の関係者との会議，民生委員への周知等）

②①について，支援が必要な方について，関係者で情報を共有し，
必要な支援を検討できている。

G 住民参画（自助・互助）

27
□地域活動等の社会参画への動機づけの

ための学びの機会がありますか。

①地域活動等の社会参画への動機づけのための学びの機会（啓発イ
ベント，講座・セミナー，地域の担い手育成の場など等）がある。

②学びの機会に参加された方が，社会参画に結び付くよう，関係
課・関係機関と連携した取組が行われている。

③社会参画したい高齢者が，その経験や能力を活かして活躍できる
住民の自主的な取組又は活動を実施する団体があり，取組・活動
が活発化している。（登録団体・登録者の増加，活動数・参加者
の増加等）

28

□災害時を想定し，高齢者や障害者等の
要介護者一人ひとりに対する避難支援
者，避難方法等について，住民等の関
係者で話し合いが行われていますか。

①住民が防災について話し合う機会等がある。（勉強会の開催等）

②災害時を想定し，年１回，避難行動要支援者の名簿の更新・追加
が行われている。

③②のうち，同意された住民について，避難支援プラン（個別計
画）を作成し提出されている。

H 行政の関与・連携

29
□地域包括ケアシステムの質の向上・地

域づくりに向けて，市町の関係課は組
織横断的に連携していますか。

○市町関係課が地域課題等を協議する場が開催されるなど，必要な
連携を行っている。（例：住まいの課題における住宅部局との連
携）

30

□地域ケア会議や地域診断について，市
町が基本方針を明確にし，地域包括支
援センターと協働した取組となってい
ますか。

○地域ケア会議及び地域診断について市町が明確に基本方針を定め，
その方針を地域包括支援センターが十分に理解している。
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31

□市町（保険者）は，自立支援に資する
ケアマネジメントの視点（自立支援型
ケアプラン）について，地域包括支援
センターや介護支援専門員等に普及す
る取組を行っていますか。

①市町が，自立，自立支援及び自立支援型ケアマネジメントの定義
並びにその推進について明確に方針として示している。

②自立及び自立支援の定義並びに自立支援型ケアマネジメントの推
進方針を市町が地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所等
に対して研修会や説明会などで説明している。

32

□地域ケア会議で抽出した地域課題等を
受け，必要に応じて介護保険事業計画
等の施策に反映する仕組みがあります
か。

①地域ケア会議が，単に個別課題の解決の場のみならず，自立支援
の視点を持って協議し，地域課題を抽出している。

②地域ケア会議で抽出した地域課題について，介護保険事業計画等
の施策に反映するための仕組みが体系図など文書で示されている。

33

□住民，専門職，行政が地域包括ケアシ
ステムの質の向上のために，同じ目標
を共有し，それぞれ自らの役割を認識
できていますか。

○行政は，地域包括ケアシステムの重要性及び住民，専門職，行政
それぞれが果たすべき役割について，共通認識を持って取り組む
よう，住民，関係者に説明している。（リーフレットの配布や住
民説明会等）

34

□市町や地域包括支援センター等の関係
者が介護保険法に規定される自立支援
の原点を再確認するとともに，住民自
らが意欲的に介護予防に取り組むよう
な働きかけや介護予防マネジメントの
効果的な実施方法について，市町窓口
での相談対応の流れを含め関係者で共
有されていますか

○介護予防ケアマネジメントの効果的な実施方法（自立支援型地域
ケア個別会議の開催及び関係者への研修等）に取り組むとともに，
そのことが関係者間で共有されている。

35

□福祉ニーズの多様化・複雑化などに対
応するため，高齢者，障害者，子供・
子育て等の支援を単独の機関のみで対
応するのではなく，包括的な相談支援
体制（断らない相談支援等）や多分野
との連携強化による総合的な支援の提
供体制について検討がなされています
か。

①市町で地域福祉計画を策定している。

②地域共生社会に向け，高齢者，障害者，子供・子育て等の包括的
な相談支援体制（断らない相談支援等）又は多分野との連携強化
による総合的な支援の提供体制を検討するための会議（地域ケア
会議の活用なども含む。）を設置し，実際に検討をしている。
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サ．保険者機能強化推進交付金等の実効性を高めるための評価指標等の見直しを踏まえた

取組の充実

〇保険者機能強化推進交付金等の実効性をより高めていくため、それぞれの位置づけを明確化
する必要がある。

・ 保険者機能強化推進交付金については、介護保険事業計画の進捗管理や介護給付費の適正化
に関する取組など、地域包括ケアの構築に向けた基盤整備の推進を図るものとする

・ 介護保険保険者努力支援交付金については、介護予防・健康づくり等の地域包括ケアに関す
る取組の充実を図るものとする

〇現在のプロセス等に関する評価指標については、平均要介護度の変化率等のアウトカム指標
との関連性が不明瞭であることから、これらとアウトカム指標との関連性をより明確にする
ため 、アウトプットや中間アウトカムに関する評価指標の充実を図ることが重要である 。
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シ．給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化、介護給付費の不合理な地域差の

改善と給付適正化の一体的な推進

〇給付適正化の取組を推進する観点から、介護給付適正化主要５事業について、保険者の事務
負担の軽減を図りつつ効果的・効率的に事業を実施するため、新たな取組を含めた事業の重
点化・内容の充実・見える化を行うことが重要である。

〇その際、都道府県ごとに不合理な地域差の改善や給付適正化に向けて管内保険者と議論を行
う場で議論を行うこととし、保険者を支援することが必要である

参考：介護給付適正化主要５事業

・ケアプランチェック
・介護給付額通知
・認定調査状況チェック
・住宅改修、福祉用具実態調査
・医療情報との突合

20



３．地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上の推進

ア．ケアマネジメントの質の向上及び人材確保

〇ケアマネジメントに求められる役割、ＩＣＴやデータの利活用に係る環境変化等を踏まえ、
ケアマネジメントの質の向上及び人材確保の観点から、第９期介護保険事業計画期間を
通じて、包括的な方策を検討する必要がある。

○その際には、法定研修のカリキュラムの見直しを見据えた適切なケアマネジメント手法の
更なる普及・定着を図るとともに、オンライン化の推進など研修を受講しやすい環境を整備
していくことが重要である。さらに、法定外研修やＯＪＴ等によるケアマネジャーの専門性
の向上を図ることが重要であり、国としても周知を図っていく必要がある。

〇加えて、各都道府県における主任ケアマネジャー研修の受講要件等の設定状況を踏まえ、
質の高い主任ケアマネジャー養成を推進するための環境整備を行うことが必要である。

〇また、介護サービス全体として、科学的介護が推進されているところ、ケアマネジメントに
ついてもケアプラン情報の利活用を通じて質の向上を図っていくことが重要である。

〇ＩＣＴの活用状況などを踏まえて更なる業務効率化に向けた検討を進めていくことが重要
である。ケアプランの作成におけるＡＩの活用についても、実用化に向けて引き続き研究を
進めることが必要である。

イ．介護事業所におけるハラスメント対策推進事業【地域医療介護総合確保基金】
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イ．外国人介護人材受け入れ施設等環境整備事業

〇外国人介護人材の受入れを検討するにあたりコミュニケーションや文化・風習への配慮等に
不安がある、また、外国人介護人材に学習支援や生活支援ができる体制が不十分であると
いった実態が介護施設等においてみられる。

○こうした実態を踏まえ、本事業では、介護施設等の不安を和らげるとともに外国人介護人材
が介護現場で円滑に就労・定着できるようにするため、介護施設等において外国人介護人材
を受け入れるための環境整備等にかかる費用の一部を助成する。

22

イ．外国人介護人材研修支援事業

〇本事業は、介護職種における技能実習生及び介護分野における１号特定技能外国人の介護
技能を向上するための集合研修等を実施することにより、当該外国人介護人材が日本国内の
介護現場において円滑に就労・定着できるようにすることを目的とする。
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ウ．介護生産性向上推進総合事業【地域医療介護総合確保基金】

〇都道府県が主体となった介護現場の生産性向上を推進する取組の広がりは限定的であり、
また、既存の生産性向上に係る事業は数多くあるものの、実施主体や事業がバラバラであり、
一体的に実施する必要がある。

○このため、都道府県の主導のもと、介護人材の確保・処遇改善、介護ロボットやICT等の
テクノロジーの導入、介護助手の活用など、介護現場の革新、生産性向上に資する様々な
支援・施策を総合的・横断的に一括して取り扱い、適切な支援につなぐワンストップ型の
総合的な事業者への支援を可能とする「介護生産性向上推進総合事業」を実施するための
基金メニューを設ける。

【実施事項】

（１）介護現場革新会議の開催

（２）介護生産性向上総合センター（仮称）の設置

・介護ロボット、ICT等生産性向上に係る相談窓口
・人材確保、生産性向上に係る各種支援業務との連携

（３）第三者が生産性向上の取組を支援するための費用
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エ．介護サービス事業所の経営の協働化・大規模化

〇地域や事業者の実情やニーズを踏まえ、介護サービスの経営の協働化・大規模化が進んで
いくことは、生産性向上の観点からも重要であり、各地域・事業者においても様々な取組が
行われている
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オ．介護分野の文章に係る負担軽減

〇介護分野文章に係る負担軽減に関する専門委員会において、以下のような項目について議論
と検討が行われている。

①指定申請・報酬請求・実地指導関連文章の国が定める標準様式例について

・標準様式の使用が、地方公共団体にどの程度浸透しているのかについての調査の実施
・文章の簡素化、標準化の取組を整理し、ガイドラインを作成する。
・標準様式例の使用を基本原則化するために、介護保険法施行規則と告示に、標準様式に

ついて明記すること等の所要の法令上の措置を行う。（令和６年度予定）

②簡素化や利便性向上に係る要望を提出できる専用の窓口の設置

・専用窓口手受け付けた要望について、内容を整理し、専門委員会で検討する。

③「電子申請・届出システム」について

・手引きや操作手順書の作成等、円滑なシステムの運用開始へ向けた支援を行う。
・早期利用開始の地方公共団体に伴奏支援を行い、好事例の横展開を行う。
・システムの仕様を基本原則化するために、介護保険法施行規則と告示に、標準様式に

ついて明記すること等の所要の法令上の措置を行う。

④地域による独自ルールについて
・地方公共団体における独自ルールの有無、内容を整理し、公表する。

カ．介護サービス事業者の見える化

〇制度改正により、介護サービス事業者に対して、事業所ごとの詳細な経営情報の報告を求め
ることとするとともに、データベースを整備する。

※報告を求める経営情報の例（検討中）

（費用）
○材料費（介護用品費、医薬品費、施設療養材料費、給食用材料費 等）
○給与費（介護職員等の常勤職員給与、非常勤職員給与、退職給与引当金繰入、法定福利費）
○経費（消耗品費、保健衛生費、車両費、光熱水費、修繕費（修繕維持費） 等）
○委託費（委託費（給食） 等） ○研修費（研修雑費、研究材料費 等）
○減価償却費 ○徴収不能額 ○支払利息 ○引当金繰入額
○職種別の給料及び賞与（並びにその人数） 等 ※職種別給与は任意事項

（収益）
○介護収益（施設介護料収益、居宅介護料収益、居宅介護支援介護料収益 等）
○事業外収益 ○本部費
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キ．要介護認定制度の見直し

〇要介護認定（要支援認定を含む。以下同じ。）を受けている高齢者は、平成12年度以降増加
傾向にあり、令和３年４月時点で約684万人となっている。これまで、保険者の業務簡素化
の観点から、有効期間の拡大や審査の簡素化等の見直しを行ってきたが、令和３年度上半期
においても、申請から要介護認定までの平均期間は36.2日と依然として長くなっている。要
介護認定の遅れは利用者にも事業者にも影響を与えるものであり、各保険者が要介護認定を
速やかかつ適正に実施するために必要な方策について議論を行った。

○要介護認定までの期間を短縮するためには、各保険者における審査の簡素化・効率化の取組
を一層推進することが重要である。

○ このため、より多くの保険者が審査の簡素化に取り組むことができるよう、具体的に
どのように審査を簡素化しているかの事例を収集・周知することが適当である。また、
ＩＣＴやＡＩの活用に向けた検討を進めていくことが重要である。
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①現状と方向性

（１）現状

〇 介護保険被保険者証についての現状としては、以下の通りである。

・ 65歳到達時に保険者が被保険者に一斉送付をする

・ 認定申請や変更申請等の時に、被保険者が保険者に被保険者証を提出して必要な情報の記載、

返付をうける

・ サービスを受ける時に、認定者が介護事業所等に被保険者証を提示する

すなわち、被保険者証が、被保険者、保険者、事業所等の間でやりとりされている状況である。

２ 介護保険被保険者証について

（２）方向性

〇 現在、医療保険分野において健康保険証に関する議論が進んでおり、また、介護保険分野に

おいても、自治体・利用者・介護事業者・医療機関などが、利用者に関する介護情報等を

電子的に閲覧できる情報基盤を整備することとされている。

〇 こうしたことを踏まえ、マイナンバーカードの活用を含め被保険者証の電子化については、

必要な情報を情報基盤から取得することで資格確認等を可能とし必要なサービスを受けられ

るようにする方向で検討を進めることとしてはどうか。

（３）マイナンバーカードを活用した介護保険被保険者証の電子化のイメージ
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②全国医療情報プラットフォーム

（１）コンセプト

〇オンライン資格確認システムのネットワークを拡充し、レセプト・特定健診情報に加え、

予防接種、電子処方箋情報、電子カルテ等の医療機関等が発生源となる医療情報（介護

含む）について、クラウド間連携を実現し、自治体や介護事業者等間を含め、必要なときに

必要な情報を共有・交換できる全国的なプラットフォームとする。

○これにより、マイナンバーカードで受診した患者は本人同意の下、これらの情報を医師や

薬剤師と共有することができ、より良い医療につながるとともに、国民自らの予防・

健康づくりを促進できる。さらに、次の感染症危機において必要な情報を迅速かつ確実に

取得できる仕組みとしての活用も見込まれる。

（２）将来像
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３ 総合事業の充実に向けた検討会の設置について

①現状と方向性

（１）現状

〇総合事業を充実していくための制度的・実務的な論点を包括的に整理した上で、工程表に

沿って、具体的な方策を講じるため、検討会を設けて検討。

〇 第９期介護保険事業計画期間を通じた集中的な取組を促進するため、検討会で議論を行い、

令和５年度早期に中間整理を行う予定。結果は介護保険部会に報告。

②検討事項及びスケジュール

（１）検討事項

＜中間整理に向けた主な検討事項＞

（１）総合事業の充実に向けた工程表に盛りこむべき内容

（２）住民主体の取組を含む多様な主体の参入促進のための具体的な方策

（３）中長期的な視点に立った取組の方向性

（２）スケジュール

＜当面のスケジュール＞

２月27日 介護保険部会に設置の報告

３月中 第１回検討会の開催 （以降、毎月１回程度開催）

夏頃 検討会の中間整理 ⇒ 部会に報告・議論 （以降、検討を加速化・必要な対応を実施）


